
介護給付費等の国保連への支払事務委託に伴う請求事務の取扱いについて 

１ 上限額管理者の選定順位について 

 
現在の利用者負担上限額管理者の選定順位は、国の事務処理要領（ver.3、１４０ペー

ジ）に従い、下記のとおりの取扱いとなっている。 
 
① 居住系サービス事業所 

障害者支援施設（施設入所支援）、旧法施設（入所）、ケアホーム、グループホー
ム。 

② 相談支援事業所 
③ 日中系サービス事業所 

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童デイサービス、旧法施
設（通所）。複数の事業所を利用する場合は、原則、契約日数の多い事業所とする。 

④ 訪問系サービス事業所 
事業者間の優先順位は下記のとおりとするが、複数存在する際には原則、契約時
間の多い事業所とする。 
ア 対象者に同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する事業所 
イ 重度訪問介護事業所 
ウ 居宅介護事業所 
エ 行動援護事業所 

⑤ 短期入所サービス事業所 
短期入所のみの利用者で上限額管理が必要な時は当該月の最終利用事業所が管理
を行う。 

 
平成１９年１０月からの国保連への請求事務の委託に伴い、上限額管理事業所の情報

は、当市より国保連に送信されるが、上限額管理者の選定事務に疑義が発生した場合、
事務依頼届出書の提出が遅れ、当該上限管理に係る情報が国保連に送信されず、各事業
所の請求事務に支障をきたす事態が発生している。 
このため、利用者の上限額管理事務を円滑に処理するため、次のとおりの運用とする

ので留意されたい。 
 
（１）基準該当事業所は、上限額管理加算が算定されず、運営基準上も上限額管理事

務の応諾義務がないため、原則として上限額管理事業所とはならない。基準該当
事業所と、指定事業所を併用している場合は、指定事業所が管理を行うものとす
る。 

 
（２）短期入所のみの利用者については、利用月ごとに、当該月の最終利用事業所が
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管理を行うこととなっている。これによると、月ごとに上限額管理事業所が変わ
る可能性があるが、利用者の依頼事務の負担と、各事業所間の上限額管理事務の
円滑化のため、原則として、最初に上限額管理事業所となった事業所が、以後、
継続して上限額管理事業所となるものとする。ただし、上限額管理事業所の利用
がなかった月については、随時、上限額管理事業所の変更を行う。 

 
（３）月の途中で、日中又は訪問系サービスから、居住系サービスへと異動した者に

ついては、本来月の末日に在籍する居住系サービス事業所が、選定順位上、上限
額管理者となるが、当該異動月のみ上限額管理が必要となる場合（異動後、ＧＨ、
ＣＨに入居し、他の障害福祉サービスを併用するなど、その後も継続して上限額
管理が必要となる者を除く）については、異動前の上限額管理者が、当該月のみ
上限額管理を行うものとする。 

 
（４）（３）を除くケースで、月の途中で、利用者異動が発生した場合は、原則とし

て、月末時点において上限額管理者となるべき事業所が上限額管理事業所となる。
ただし、利用者の事務依頼の手続きが遅れ、提出が間に合わない等の事情が発生
した場合は、異動前の事業所が上限額管理を行うことも可とする。この場合、翌
月に、移動先の事業所が速やかに変更届出書の提出を行うこととする。 

 
（５）上記のケース以外に、疑義が発生する事例については、事業所間での話し合い

により、上限額管理事業所を決定するものとする。 
 
なお、上限額管理事業所の情報は、月末締めで国保連と当市の間で情報伝達を行うこ

とから、原則として、利用月の２５日（閉庁日である場合は、直後の開庁日）までに各
区保健福祉サービス課等に提出するものとする。 

 
 

２ 請求に過誤が発生した場合の取扱いについて 

 （１）概要 
    障害者自立支援給付支払等システムで、確定した請求情報の内容に誤りが判明

した場合は、過誤申立書（資料２－４）を市町村に提出し、過誤処理を行う必要
がある。 

  
 （２）過誤処理の注意点 
   ① 過誤申立書（資料２－４）の提出方法 

過誤申立書に必要事項を記入のうえ、毎月２５日（閉庁日である場合は、直
後の開庁日）までに提出すること。受理後、翌月の始めに、当市より国保連に
過誤申立情報を送信するので、事業所は当該過誤に係る請求について、同月に



再請求を行う（これを同月過誤という）。過誤処理と同一月に再請求を行うこ
とで、事業所への支払額は過誤処理によるマイナス額と再請求によるプラス額
との差額調整が可能となる。 
※ 提出が２５日を過ぎた場合は、翌々月に同月過誤を行うこととする。 
※ 申立書は、原則として、電子メールでの提出とする。メールアドレスは

次のとおり。   shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp   
 

② 利用者負担上限額管理結果票に誤りがあった場合 
利用者負担上限額管理結果票は過誤処理では扱わない。管理結果票に誤りが

判明した場合は、上限額管理事業所が管理結果票の〔修正〕または〔取消〕を
通常のインターネット請求と同様に提出する。〔修正〕または〔取消〕が該当
する明細書については、各事業所が過誤申立を行い、再度正しい請求情報を提
出する。なお、この際、管理結果票の〔修正〕または〔取消〕と、明細書の〔過
誤〕及び〔再請求〕は、全て同一月に行う必要があるので、関係事業所と調整
の上行うこと。 

 
③ 過誤申立書の記載方法について 

記載方法は、別紙の記載例のとおりとする。 
なお、申立理由番号については、原則として０２〔請求誤りによる取下げ〕、

３２〔提供実績記録票誤りによる実績取下げ〕及び３３〔上限の誤りによる実
績取下げ〕のいずれかを設定すること。 

   
④ その他 
ア 大量の過誤が発生した際は、障害者自立支援課まで問合せを行うこと。 
イ 過誤申立は明細書単位で行われるため、同一事業所で複数のサービスを利
用している場合は、誤りのないサービスについても取下げされることとなる
ため、再請求の際には他サービスの漏れがないよう注意すること。 

 
 

３ 契約内容報告書、入（退）所報告書及びサービス提供実績記録票について 

   国保連請求委託後も、受給者証の記載内容に変更が生じた際に作成する契約内
容報告書、入（退）所報告書については、随時、当課まで提出すること。作成方
法は従前のとおり。なお、入（退）院報告書については、従前どおり、各区保健
福祉サービス課等に提出することとする。 

    また、サービス提供実績記録票については、国保連委託後は、当課に提出を行
う必要はないが、従前と同様に作成し、利用者確認印を受けた後、事業所にて保
管すること。 

    様式については下記に掲載。 



    http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/download.html 
 

４ 原則日数の特例の届出に伴う利用日数管理票の情報登録について 

平成１８年９月２８日付厚労省障害福祉課長通知に基づき、利用日数に係る特例
の届出を行っている事業所については、国保連に請求を行う際、利用日数管理票の
情報を設定する必要がある。入力方法については、国保連より提供された管理入力
ソフト操作マニュアル等を参照願いたい。情報を設定することで、特例対象期間内
の通算利用日数について、原則日数の総和の範囲内であるかどうかの点検が行われ
ることとなる。 
なお、届出を行っていない事業所は、情報を設定する必要はないので留意願いた

い。また、入力を行うことにより点検が行われるので、管理票を当課へ提出する必
要はない。 

   入力する情報は次のとおりである。 
 

対象期間（開始） 対象期間の開始月を入力。 
対象期間（終了） 対象期間の終了月を入力。 
当月の利用日数 当該月の利用日数を入力。 
原則日数の総和 対象期間における原則日数の総和を入力。 

 
 

５ 激変緩和加算を算定した事業所について 

   激変緩和加算を算定した事業所（旧・新法施設及びGH、CH）については、算
定した月ごとに「激変緩和加算単位算定シート」を当課まで提出すること。提出
方法は、原則として、電子メールとする。提出先メールアドレスは、上記の過誤
申立書と同様とする。 
なお、激変緩和加算算定事務処理要領や算定シートについては、下記に掲載。 

   http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/js_info190330.html 
 
 
 


